
 

令和８年４月 28 日 

東京行政評価事務所 

 

東京都内の行政相談委員が 

令和８年春の褒章を受章されます。 
 

令和８年春の褒章において、永年にわたる行政相談活動についての顕著な功

績が認められ、東京行政評価事務所管内の行政相談委員が藍綬褒章を受章され

ることとなりました。 

 

○ 褒章（藍綬褒章） 

氏 名： 寺田 美枝子 （てらだ みえこ） 

年 齢： 76歳 

担当市区町村： 三鷹市 

委嘱年月日： 平成13年４月１日（委嘱期間25年） 

 

※ 参考（行政相談委員とは） 

行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された民間有識者で、国民の身近なところで気軽に

相談ができる窓口として、全国に約 5,000 人が配置されており、国の行政に関する苦情などの相談

を受けています。 

具体的には、道路、保険・年金、社会福祉など様々な行政分野に関する苦情や意見・要望を受け付

け、相談者に助言を行ったり、苦情の対象となった関係行政機関に対して、改善を働きかけたりする

など、国民本位の行政を実現する上で、重要な役割を担っています。 

 

行政相談マスコット・キクーン（東京版） 

 

【本件照会先】 

行政相談課 稲葉 

（電 話）03－5331－1752 

 


